
公立大学法人福井県立大学 大学案内２０２５制作業務委託 

公募型プロポーザル実施要領 

 
１ 趣旨 

   福井県立大学 大学案内は、大学を受験しようとする高等学校生徒等と、その保護

者に対して、本学の教育・研究・学生の活動等や本県の魅力を分かりやすくかつ効果

的に紹介するものである。 

   より多くの優秀な志願者の獲得および本学・本県の知名度向上を図るために福井県

立大学 大学案内２０２５を制作する。 

   この制作にかかる委託業者を選定するため、公募型プロポーザルを実施する。 

 

２ 業務概要 

（１）業務名 

公立大学法人福井県立大学 大学案内２０２５制作業務 

（２）契約期間  

契約締結日から令和６年５月３１日まで 

（３）業務内容 

公立大学法人福井県立大学 大学案内２０２５制作業務委託仕様書（別紙２）によ

る。 

（４）提案上限金額 

７，０９６，０００円（消費税および地方消費税を含む。） 

 

３ 提案書を提出できる者に必要な資格 

   提案書を提出することができる者（以下、「参加者」という。）は、公立大学法人福 

井県立大学契約事務取扱細則（平成１９年公立大学法人福井県立大学細則第１７号）

第４条に基づき事務局長が定める競争参加者の資格を有する者で、次に掲げる条件を

すべて満たす者とする。 

（１）地方自治法施行令（昭和２２年政令第１６号）第１６７条の４に規定する者でない 

こと。 

（２）受審資格認定の日において現に福井県の指名停止措置を受けている者でないこと。 

（３）会社更生法（平成１４年法律第１５４号）に基づく更生手続開始の申立ておよび民

事再生法（平成１１年法律第２２５号）に基づく再生手続開始の申立てがなされてい

ない者であること。 

（４）福井県内に本社または支店等の制作拠点がある者であること。 

（５）次のアからオまでのいずれにも該当しない者であること。 

  ア 役員等（個人である場合にはその者を、法人である場合にはその役員またはその 



支店もしくは常時契約を締結する事務所を代表する者をいう。以下同じ。）が暴力団

員（暴力団員による不当な行為の防止等に関する法律（平成３年法律第７７号）第

２条第６号に規定する暴力団員をいう。以下同じ。）である者 

  イ 暴力団（暴力団員による不当な行為の防止等に関する法律第２条第２号に規定す 

る暴力団をいう。以下同じ。）または暴力団員が経営に実質的に関与している者 

  ウ 役員等が自己、自社もしくは第三者の不正の利益を図る目的または第三者に損害 

を加える目的をもって、暴力団または暴力団員の利用等をしている者 

  エ 役員等が、暴力団もしくは暴力団員に対して資金等を供給し、または便宜を供与 

するなど直接的もしくは積極的に暴力団の維持運営に協力し、または関与している 

者 

  オ 役員等が暴力団または暴力団員と社会的に非難されるべき関係を有している者 

（６）平成３０年度以降において、本学が令和５年５月に発行した大学案内２０２４に相

当する頁物の印刷物を制作（企画およびデザインを含む）した実績を有する者である

こと。 

（７）この業務の実施について、その体制が十分であり、迅速かつ円滑に対応することが

できると認められる者であること。 

 

４ 失格事項 

  次のいずれかに該当する場合は失格とする。 

  また、受託予定者が契約締結するまでの間に次のいずれかに該当した場合、または該 

当していることが判明した場合は、受託予定者の決定を取り消し、その者とは契約を締 

結しない。 

（１） 審査結果通知までに、提案者が前記３の提案書を提出することができるものに必要 

な要件を満たさなくなった場合 

（２）見積書の金額が、提案上限金額を超える場合 

（３）提出期限までに提出資料が提出されなかった場合 

（４）複数の企画提案書を提出した場合 

（５）提出資料に虚偽の記載があった場合 

（６）著しく信義に反する行為があった場合 

（７）契約を履行することが困難と認められる場合 

（８）企画提案書の記載内容が、法令違反など、著しく不適当と認められる場合 

（９）審査の公平性に影響を与える行為があった場合 

（10）書類に不備がある場合（軽微な場合を除く） 

 

５ 実施要領の交付等に関する事項 

（１）実施要領の交付は、本学ホームページで公開する。 



（２）プロポーザルに関する問合せ先 

   〒910-1195 福井県吉田郡永平寺町松岡兼定島４－１－１ 

   公立大学法人福井県立大学総務広報課 

   TEL 0776-61-6000（内線 1071）  FAX 0776-61-6011 

   電子メール so-kikaku@fpu.ac.jp 

 

６ 質問の受付および回答 

  業務内容に関する質問事項については、令和５年８月４日（金）１７時までに 

電子メール（様式は任意とする。）で提出すること。 

 （１）送付先 

    ５（２）の電子メールと同じ 

 （２）質問に対する回答は、参加申込者全員に対し、令和５年８月８日（火）までに電

子メールにより行う。 

 

７ 受審資格の確認に関する事項 

  提案書を提出しようとする者は、所定の参加申込書に必要書類を添えて受審資格の確

認の申請をしなければならない。 

（１）提出書類 

  ア 参加申込書（様式１） 

  イ 法人等の概要（様式２） 

  ウ 法人等の組織体制がわかる資料、パンフレット等 

  エ 平成３０年度以降における印刷物制作の実績（様式３）および記載した印刷物各 

１冊 

  オ 参加資格に係る誓約書（様式４） 

  カ 福井県の入札参加資格決定通知書の写 

（２）提出期限 

   令和５年７月３１日（月）１７時 

（３）提出方法 

   持参または郵送すること（郵送の場合は提出期限までに到着すること。）。 

（４）提出先 

   ５（２）に同じ。 

（５）資格確認の結果通知 

   上記（１）から（４）により、参加申込書を提出した者については、参加資格要件 

を審査し、その結果を令和５年８月２日（水）までに書面で通知する。 

（６）資格認定を受けられなかったものに対する説明 

   審査の結果、参加が認められなかった者は、審査の結果に対する質問書（様式は任



意とする）を提出することにより、その理由について説明を求めることができる。 

  ア 提出期限 

   令和５年８月４日（金）１７時 

  イ 提出方法 

    持参または郵送すること（郵送の場合は提出期限までに到着すること。）。 

  ウ 提出先 

    ５（２）に同じ。 

  エ 回 答 

    質問に対する回答は、質問者に対して書面により速やかに行うものとする。 

 

８ 企画提案書の提出 

（１）作成要領 

   公立大学法人福井県立大学 大学案内２０２５制作に関する企画提案書の作成要領 

（別紙１）による。 

（２）提出期限 

   令和５年８月２２日（火）１７時  

（３）提出方法 

   持参または郵送によること（郵送の場合は提出期限までに到着すること。）。 

（４）提出部数 

   正本１部 副本１０部 

（５）提出先 

   ５（２）に同じ。 

（６）提出辞退 

   参加申込みを行った後に企画提案書の提出を辞退する場合は、辞退届（様式は任意 

とする）を提出期限までに５（２）に提出すること。 

   なお、当該辞退による本学の不利益な取扱いはない。 

 

９ 企画提案の審査、業者の選定および選定結果通知 

（１）審査 

   企画提案の審査およびこれに基づく業者の選定は、別に定める審査要領により行う。 

なお、審査要領は、審査の対象になった者に対し、別途通知する。 

（２）選定結果 

   選定結果は、審査会終了後できるだけ速やかに企画提案書提出者全員に通知する。

選定結果に関する質問は受け付けない。 

（３）選定経緯 

   選定経緯については公表しない。 



 

10 審査会の実施 

（１）日時 

   令和５年８月３０日（水） 

   １社につき４０分（説明２０分、質疑応答２０分）とする。 

   なお、各社の時間割については別途連絡する。 

（２）場所 

   公立大学法人福井県立大学永平寺キャンパス 

（３）実施方法の変更 

   実施方法をＷＥＢ会議システム「Zoom」に変更する場合がある。なお、変更する場

合は別途通知する。 

（４）審査方法 

   審査要領による。 

（５）受託予定者選定 

   審査会の審査において、最も優れた提案を行ったと認められた者を受託予定者とす 

る。 

 

11 契約の締結 

  本学は、受託予定者と企画提案書等の内容をもとに、業務履行に必要な具体的な協 

 議を行う。協議が整った場合に、受託予定者から改めて見積書を徴収し、見積書の内 

容を精査の上、本学と受託予定者との間で随意契約により契約を締結する。 

  また、４失格事項に該当する場合には、本学は契約締結を取り消す場合がある。 

 

12 契約書作成の可否 

  要 

 

13 契約保証金 

  公立大学法人福井県立大学契約事務取扱細則第３８条の規定による。 

 

14 暴力団員等による不当介入を受けた場合の措置 

（１） 受注者は、福井県暴力団排除条例（平成２２年福井県条例第３１号）第５条第２項 

の規定の趣旨にのっとり、暴力団員または暴力団もしくは暴力団員と密接な関係を有 

する者による不当介入を受けたときは、速やかに所轄の警察署に届出を行うとともに、 

捜査上必要な協力を行うこと。 

（２）（１）により警察署に届け出たときは、その旨を速やかに本学に報告すること。 

 



 

15 再委託 

  本業務の全てを再委託することは認めない。必要により一部を再委託する場合は、本 

学に協議のうえ、その承諾を得ること。 

 

16 その他 

（１）必要書類が不足している資料、提出期限に遅れた資料は受け付けない。 

（２）提出された企画提案書は返却しない。 

（３）企画提案に関する経費は全額提案者負担とする。 


